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公有地を活用した移動式水素ステーションの開設について 

 
（付議の要旨） 

  公有地を活用した移動式水素ステーション開設の取り組みについて報告する。 
 
１ 主旨 
   高効率で低環境負荷、非常時に活用可能な水素は、次代のエネルギーの中心的な役

割を担うとされている。水素で走る燃料電池自動車（ＦＣＶ）は、期待されている水

素活用製品の一つであり、普及のためには、水素を充填する水素ステーション（以下

「水素ＳＴ」という。）が不可欠であるが、区内には未開設である。 
近く到来する水素社会に備え、区民の利便性の向上及び普及啓発に資するため、ま

た、平成２９年度に区の庁有車に導入予定のＦＣＶの充填及び効果的な普及啓発を行

うため、東京二十三区清掃一部事務組合（以下「清掃一組」という。）及び事業者と連

携し、公有地を活用した移動式水素ＳＴの開設に取り組む。 
 
２ 背景及び経緯 
○国は、本年３月に改定した｢水素・燃料電池戦略ロードマップ｣において、２０２０年

度までにＦＣＶ４万台、水素ＳＴ１６０箇所という目標に向け、水素ＳＴを１箇所で

も増設したい意向がある。 
○都も、水素社会の早期実現に向けて、水素ＳＴ整備やＦＣＶ導入に係る戦略目標（２ 
０２０年度までに水素ＳＴ３５箇所等）を定め、４００億円の基金を設置して財政支 
援等に力を入れている。また、現在 策定中の「２０２０年に向けた実行プラン（仮 
称）」では、「スマートシティ」の主要政策の方向性の一つとして「次世代自動車、水 
素ＳＴなどの導入支援」を掲げている。 

○２３区には現在１０箇所の水素ＳＴがあり、近隣区では杉並区、大田区、品川区で開 
設されているが、区内には未開設である。東京２０２０大会の会場とアメリカ選手団 
の事前キャンプ地がある当区では、「２０２０年に向けた世田谷区の取組み」におい 
て「次代を担う水素エネルギーの活用及び理解促進」に取り組むこととしている。 

 
３ 内容 
（１）移動式水素ＳＴ 
  ・移動可能な専用のトラック（２５トン）の荷台に水素充填装置を積載し、予め条件 

を満たした設置場所で、水素を充填する水素ステーション。 
・法的資格を有するスタッフにより、充填業務と保安体制にあたる。 
・水素供給能力：５台程度／日 

（２）候補地（想定） 
   世田谷清掃工場内の駐車場（世田谷区大蔵１－１－１）の一部（別添資料参照） 
（３）設置期間（想定） 
   平成２９年１１月以降～（６年間を予定） 
 
４ 運用日時 
   週の平日の１日以上 午前９時～午後５時のうち３時間以上 

（ただし、清掃工場の定期点検・中間点検期間中及び年末年始を除く。） 



 
 

 
５ 運営事業者 
   区が公募する。 
 
６ 経費（概算） 

移動式水素ＳＴの開設を円滑に進めるため、安全対策費等の初期費用を区が負担し、

維持運営費は運営事業者が負担する。 
（１）初期費用      ３４２万円 
   【外灯水素防曝化工事、分電盤設置・配線工事、発電機等基礎工事など】 
（２）維持運営費   約５,４００万円／年   

【リース代（水素ＳＴ・発電機・エアコンプレッサー）、燃料代、人件費、土地使用

料など】  
（３）その他   

本事業終了後、必要に応じて原状回復費用が生じる場合がある。 
 
７ 今後の課題 
（１）清掃移管財産の使用に関する都との協議 
（２）清掃一組との協定締結 
（３）事業者選定及び事業者との協定締結 
（４）法令への対応 
 
８ 今後の予定（想定） 
（１）平成２８年度 
    平成２９年１月～    都、清掃一組との協議 
       １月中旬   区から清掃一組への使用許可申請 
       ２月２日   予算プレス発表 

２月８日   環境・空き家等対策特別委員会報告 
  ３月上旬   清掃一組との協定締結 

地元への情報提供①（事業者公募について） 
         事業者の公募開始 

（２）平成２９年度 
平成２９年４月中旬   事業者の決定、区と事業者の協定締結 
           事業者から清掃一組への使用許可申請 

  ４月中旬～５月中旬 設計・法令の事前相談 
  ４月下旬   ＦＣＶ導入 
  ５月下旬   法令関係の届出 

     ６月上旬   地元への情報提供②（工事について） 
      ６月中旬～７月中旬 整備工事 

〔７月下旬～１０月下旬 世田谷清掃工場定期点検期間〕 
      １１月    運営開始 


